
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年３月３１日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第４２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 不明（平成２２年５月２１日 ０４時３０分ごろ～１７時３０分ごろの

間） 

発生場所 青森県八戸市種差海岸付近 

（概位 北緯４０°３１.３′ 東経１４１°３５.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 漁
りょう

栄
えい

丸、０.８トン 

 ＩＴ３－４０９９６(漁船登録番号)、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機損傷 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、濃霧注意報が発表され、視程が約５０

ｍの状況下、岩手県洋野町高家
こ う げ

漁港東方３５０ｍ沖の漁場に向け、高家漁

港を出港した。 

船長は、磁気コンパスを船尾右舷側にある稼動中のバッテリーの上に置

いて航行し、数分後、漁場と思われる場所に到着して３０分ほど刺網に取

り付けた浮標を探したが、霧で視界が悪く浮標を見付けることができなか

ったので、帰航することにした。 

船長は、磁気コンパスを見ながら帰途についたものの、高家漁港が分か

らなくなり、岩手県久慈市久慈港に向かっていたところ、久慈港が見えて

こないので、上陸できそうな場所を探していたが、見覚えがあった種差海

岸を視認し、初めて高家漁港沖から北西進したことに気が付いた。 

本船は、船長が上陸しようとして種差海岸付近の砂浜に向けて西進中、

平成２２年５月２１日（時間不明）暗礁に乗り揚げた。 

本船は、乗揚後、船外機が使用できなくなって航行不能となり、夕刻、

乗揚場所から北方の八戸市八戸港第３区４号ふ頭の消波ブロックに漂着

し、船長は、漂着場所で上陸した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東～東北東、風速 約１.１～１.５m/s 

日没時刻 １８時４９分 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

特記事項：岩手県沿岸地域には、５月１９日から２３日まで濃霧注意報が

発表されていた。 

 その他の事項 船長は、携帯電話、時計等を所持していなかった。 

船長は、上陸場所から１７時３０分ごろタクシーに乗り、自宅に戻っ

た。 

 船長は、磁気コンパスの周囲に鉄器類や電気機械があると磁針方位に大

きな誤差が生じることを知らなかった。 



 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり  

なし 

あり 

本船は、濃霧注意報が発表され、視程約５０ｍ

の状況下、高家漁港沖から同漁港に帰航しようと

したところ、霧のため視界が悪く、また、コンパ

スの方位に誤差が生じていたことから、同漁港が

分からず、次に、久慈港に向かったものの同港が

見えてこず、船長が、上陸できる場所を探してい

たところ、見覚えがある種差海岸を視認して同海

岸に向けて接近中、暗礁等の確認を行わなかった

ため、暗礁に乗り揚げた可能性があると考えられ

る。 

船長は、バッテリー上に磁気コンパスを置く

と、コンパスの方位に誤差が生じることを知らな

かったものと考えられる。 

本船は、平成２２年５月２１日０４時３０分ご

ろから、高家漁港に帰航しようとしたが、種差海

岸付近で乗り揚げ、その後、八戸港に漂着し、１

７時３０分ごろタクシーに乗り、自宅に帰ったこ

とから、この間において、乗り揚げたものと考え

られる。 

船長が磁気コンパスをバッテリーの上に置いて

コンパス方位に誤差が生じたこと、及び霧により

視界が悪かったことは、本事故の発生に関与した

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、濃霧注意報が発表され、視程が約５０ｍの状況下、

高家漁港沖から磁気コンパスを使用して高家漁港に帰航しようとしたが、

同漁港等が分からなくなり、船長が、見覚えのある種差海岸を発見して接

近中、暗礁等の確認を行わなかったため、暗礁に乗り揚げたことにより発

生した可能性があると考えられる。 

 

 

 




